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食品添加物該当性に必要な情報について 

健康食品産業協議会（JAOHFA） 
健康食原材料・製品の製造・品質分科会 （食薬区分チーム） 

 
 食品添加物該当性に関する照会は、以下の情報を揃えて最寄りの保健所等（輸入品につい
ては検疫所）へご相談することを推奨します。 
参考：「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の

取扱いの改正について」（令和 6 年 3 月 28 日付け健生食基発 0328 第 1 号）） 
 

名称  
非医リスト区分 □１．植物等由来  

□ 2．動物等由来  
□ 3．その他（化学物質等） 
□リスト収載なし（医薬品に該当しないと判断できる理由： 
                           ） 

添食通知区分 □２（１） □２（２） □２（３） □２（４）  
□２（５） □２（６） □その他 

使用目的および使用
方法（具体的に） 

（ex. 健康食品原料、酸化防止のため食品に混合等） 
 

海外での食品添加物
としての流通実態、規
制状況等（分かる範囲
で） 

 

照会者の意見 
 

□添加物 □食品 
理由：（                        ）     

 
成分組成表 

成分名 含量（％） 
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原材料表（すべての原材料＊） 
（＊：輸入製品や他社から購入している場合であっても、可能な限り記載すること） 

  
使用基準 

（添加物の場合） 
使用方法 

 □食品添加物（□指定添加物 
□既存添加物）□食品 □その
他（具体的に：   ） 

□あり □なし 
（具体的に：   ） 

 

 □食品添加物（□指定添加物 
□既存添加物）□食品 □その
他（具体的に：   ） 

□あり □なし 
（具体的に：   ） 

 

 □食品添加物（□指定添加物 
□既存添加物）□食品 □その
他（具体的に：   ） 

□あり □なし 
（具体的に：   ） 

 

 
製造工程表（原料から製品までの一連の工程） 
＜以下は記載例。必要に応じて製造工程等を分かりやすく説明する図を用いること。＞ 

工程 使用する原料  
   
   
   

 
以上 


